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公共下水道関係法令

下
水
道
加
入
分
担
金
徴
収
規

則
第
2
条
に
基
づ
く
賦
課
金

法
律
の
範
囲
内
と
は
、
公
共

下
水
道
も
都
市
計
画
法
・
民

実
績
は
な
い
。

平
成
25
年
4
月
、
庁
内
に
お

い
て
「
公
共
下
水
道
受
益
者

認
識
は
し
て
い
る
。
問
題
が

非
常
に
微
妙
で
、
設
置
は
下

長
野
地
裁
の
判
決
結
果
を
ど

の
よ
う
に
受
け
止
め
、
今
後

憲
法
第
８
章（
地
方
自
治
）第

92
条「
地
方
公
共
団
体
は
自

長
年
の
業
務
運
行
に
対
す
る

職
務
怠
慢
と
、
長
年
の
違
法

多
額
の
未
収
金
や
時
効
を
発

生
さ
せ
、
放
置
し
、
公
平
性

未
納
者
に
対
し
、
延
滞
金
の

徴
収
・
差
押
え
の
事
例
は
。

の
賦
課
徴
収
の
差
し
止
め
を
求
め
る

訴
え
、
お
よ
び
、
同
規
則
に
基
づ
き

賦
課
金
を
賦
課
徴
収
す
る
処
分
の
無

効
確
認
を
求
め
る
訴
え
は
却
下
。

違
法
確
認
や
前
村
長
に
対
す
る
損
害

賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
棄
却
。ま
た
、

加
入
分
担
金
を
定
め
た
こ
と
は
住
民

に
過
大
な
負
担
及
び
格
差
が
生
じ
た

証
拠
も
な
く
違
法
で
あ
る
こ
と
を
理

由
と
し
た
損
害
賠
償
は
、
理
由
が
な

い
こ
と
か
ら
棄
却
と
の
判
決
で
あ
っ

た
。

法
や
自
治
法
等
を
さ
し
、
自
治
法
で

い
う
「
公
の
施
設
」
で
あ
り
、
未
納

を
理
由
に
接
続
の
拒
否
は
で
き
な
い

と
解
釈
し
て
い
る
。

負
担
金
賠
償
判
定
審
査
会
」
を
設
置

し
、
諮
問
し
た
と
こ
ろ
、
村
長
・
副

村
長
・
担
当
課
に
在
籍
し
た
課
長
ら

水
道
課
に
携
わ
っ
た
職
員
と
議
会
と

で
、
方
向
性
を
決
め
て
い
き
た
い
。

長
野
地
裁
の
判
決
結
果
と
今
後
の
取
組
は

抜
本
的
な
見
直
し
を
行
い
条
例
改
正
で
対
応

【
公
共
下
水
道
事
業
受
益
者
負

担
金
問
題
に
つ
い
て
】

ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
予
定
か
。

治
法
の
本
旨
に
基
づ
き
法
律
で
定
め

る
」、
第
94
条「
地
方
公
共
団
体
は
法

律
の
範
囲
内
で
条
例
制
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
」と
あ
る
。
法
律
の
範
囲

内
と
は
都
市
計
画
法
を
さ
し
、
自
治

法
第
２
条
の
16
で
は「
法
令
に
違
反

す
る
行
為
は
無
効
と
す
る
」と
あ
る
。

当
村
の
受
益
者
負
担
金
制
度
は
法
の

本
旨
で
あ
る
が
、
村
の
加
入
分
担
金

制
度
に
問
題
は
な
い
か
。

行
為
・
不
作
為
の
積
み
重
ね
が
最
大

の
原
因
で
あ
り
、
巨
額
な
損
失
と
村

民
の
信
頼
を
失
い
、
公
平
性
を
欠
い

た
こ
と
は
重
大
で
あ
り
、
許
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
責
任
者
の
監
督
責

任
は
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
村

長
は
、
歴
代
の
責
任
者
に
対
し
充
分

な
る
説
明
責
任
と
、
長
年
の
不
作
為

に
対
し
倫
理
的
・
道
義
的
責
任
を
取

る
よ
う
要
請
す
る
考
え
は
。

を
欠
い
た
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。
専

門
家
を
交
え
た
第
三
者
委
員
会
の
設

置
の
考
え
は
。

横田孝穂議員

問

問

問

問

問

村
長

副
村
長

上
下
水
道

課　
長

村
長

副
村
長

村
側
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
が
、
起

訴
に
至
っ
た
点
は
反
省
し
、
適
切
な

賦
課
・
徴
収
に
努
め
る
。

日
本
下
水
道
事
業
団
の
指
導
は
、
徴

収
に
関
し
て
統
一
し
た
方
針
が
必
要

と
あ
り
、
当
時
の
改
正
は
３
つ
の
制

度
を
複
雑
化
し
、
適
切
な
管
理
を
困

難
に
し
、
未
収
金
の
増
加
と
な
り
、

今
議
会
の
追
加
議
案
（
※
）
に
加
入

分
担
金
制
度
の
廃
止
と
、
受
益
者
負

担
金
条
例
の
一
部
改
正
を
す
る
つ
も

り
で
あ
る
。

※�

（
今
議
会
に
、
加
入
分
担
金
制
度

廃
止
・
受
益
者
負
担
金
条
例
一
部

改
正
の
追
加
議
案
は
な
い
）

の
賠
償
額
を
認
定
し
、
そ
の
後
、
村

長
は
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
、
担
当

課
に
在
籍
し
た
職
員
へ
の
懲
戒
処
分

も
実
施
。
こ
の
様
な
事
態
に
至
っ
た

こ
と
は
、
行
政
側
の
責
任
は
免
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
歴
代
の
責
任
者

も
当
然
倫
理
的
・
道
義
的
責
任
を
感

じ
て
い
る
と
思
う
の
で
、
特
に
私
の

方
か
ら
特
別
な
要
請
を
行
う
考
え
は

持
っ
て
い
な
い
。
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